
さいたま市はるの園 さいたま市さくら草学園 さいたま市杉の子園

①所在地
見沼区春野２丁目３番５号

①所在地
浦和区領家１丁目５番１６号

①所在地
中央区大戸２丁目７番１７号

③施設の概要
開設時期
　平成２３年４月
敷地面積
　８８２．３８㎡
延床面積
　７９９.３５㎡
構造
　鉄筋コンクリート造
　２階建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、事務室、相
談室、調理室等

事業内容
　児童発達支援センターとしての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

③施設の概要
開設時期
　昭和４８年４月
敷地面積
　１，１７７．５４㎡
延床面積
　３４５.７０㎡
構造
　鉄筋コンクリート壁式構造
　平屋建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、
　事務室、相談室、調理室等
事業内容
　児童発達支援センターとしての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

③施設の概要
開設時期
　昭和５４年７月
敷地面積
　９６１．６６㎡
延床面積
　４６６．３０㎡
構造
　木造 ２階建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、
　事務室、相談室等
事業内容
　児童発達支援事業所としての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

さいたま市はるの園 さいたま市さくら草学園 さいたま市杉の子園

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ６,２２８人
　（前年度６,５００人）
　・稼働率８８.０％（前年度９２.２％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３６日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ５，２６２人
　（前年度５，３２３人）
　・稼働率７４．０％（前年度７７．１％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３７日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ５，３３３人
　（前年度４，５１５人）
　・稼働率７５，３％（前年度６４．９％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３６日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数1６人
　　（前年度２２人）
　・延べ利用人数２０件
　　（前年度２５件）
◇業務実施状況
 ・保育園、幼稚園への訪問による支援

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数２９人
　　（前年度２８人）
　・延べ利用人数７６件
　　（前年度６１件）
◇業務実績状況
　・保育園、幼稚園への訪問による支援

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数２７人
　　（前年度２２人）
　・延べ利用人数４９件
　　（前年度３６件）
◇業務実績状況
　・保育園、幼稚園への訪問による支援

①指定期間
令和２年４月１日～令和７年３月３１日
②指定管理料（直近3か年）
令和２年度（３施設） １０７，９７６千円
令和３年度（３施設） １０７，９７６千円
令和４年度（３施設） １０７，９７６千円
令和５年度（３施設） １０７，９７６千円
令和６年度（３施設） １０７，９７６千円

（2）施設概要

令和４年度指定管理者評価シート

１　管理運営の状況等

（1）施設名

（3）指定管理者

（4）指定期間、指定管理料

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（5）施設の管理運営の内容

②施設の設置目的
　児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援センター（はるの園、さくら草学園）、同法第６条の２の２第１項に規定する
障害児通所支援を行う施設（杉の子園）として障害児の支援及び相談支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第５条第１８に規定する相談支援をいう。）並びに障害児相談支援（児童福祉法第６条の２の２第７項
に規定する障害児相談支援をいう。）を行う。



相談支援
◇利用状況
　・契約者数１５４人
　　（前年度２２３人）
◇業務実施状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援２６１件
　・継続障害児支援２９７件
　・サービス利用支援０件
　・継続サービス利用支援０件

相談支援
◇利用状況
　・契約者数１４０人
　　（前年度１５７人）
◇業務実績状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援、１８６件
　・継続障害児支援１６０件
　・サービス利用支援０件
　・継続サービス利用支援０件

相談支援
◇利用状況
　・契約者数１８３人
　　（前年度１８８人）
◇業務実績状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援１６５件
　・継続障害児支援１７３件
　・サービス利用支援６３件
　・継続サービス利用支援１１２件

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・昇降機設備点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

③その他の業務
なし

③その他の業務
なし

③その他の業務
なし

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入１１１，４３７千円
　（前年度１１１，２１４千円）
・指定管理料３４，５８３千円
　（前年度３４，５８３千円）
・その他１３，１８２千円
　（前年度６，９２１千円）

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入８４，８９６千円
　（前年度８６，７０１千円）
・指定管理料２２，１５１千円
　（前年度２２，１５１千円）
・その他１,７４５千円
　（前年度１，６１７千円）

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入５７，１０５千円
　（前年度４７，８０８千円）
・指定管理料５１，２４２千円
　（前年度５１，２４２千円）
・その他２，２１８千円
　（前年度１０，４７３千円）

②支出
・人件費１０６，９６２千円
　（前年度１０１，６６５千円）
・事務費２，６３１千円
　（前年度３，０６１千円）
・施設管理費１５，８５９千円
　（前年度１３，７８４千円）
・事業費２，５６５千円
　（前年度２，７５８千円）
・繰入金支出２３，９６６千円
　（前年度２３，９６６千円）
・その他７，２２０千円
　（前年度７，１４７千円）

②支出
・人件費７６,９２６千円
　（前年度７８，７０８千円）
・事務費　１,８７９千円
　（前年度２，０７５千円）
・施設管理費１３,０７１千円
　（前年度１２，１５８千円）
・事業費１,７６４千円
　（前年度１，７６９千円）
・繰入金支出１３，０１５千円
　（前年度１３，０１５千円）
・その他１,３８６千円
　（前年度１，２６６千円）

②支出
・人件費８３，６６０千円
　（前年度８３，０２８千円）
・事務費２，８２４千円
　（前年度２，６７８千円）
・施設管理費３，２８０千円
　（前年度２，２１５千円）
・事業費５９７千円
　（前年度６１３千円）
・繰入金支出１６，２２５千円
　（前年度１１，２５６千円）
・その他２，５６５千円
　（前年度５，８５６千円）

・コロナ前のようにできることはないのか
との要望に、保護者向け勉強会をクラス
ごとに実施した。また、活動アンケートを
取り、子どもや保護者の要望を活動に
取り入れた。

・コロナウイルス感染症の感染防止のた
め懇談会の開催を控えていましたが、
要望をいただき回数は少なかったが、
単独通園グループ、母子通園グループ
で懇談会を実施した。
・幼稚園や保育所との交流の機会の要
望がありましたが、コロナ禍のため保育
所と協議を行い、ご希望のあった年長
児のみの個別交流として、保育所の園
庭で一緒に遊ぶ機会として実施した。

・「１クラス１０人の園児に対し、職員３名
だと、親子日ではない日はすごく大変だ
と思います。」というご意見をいただき、
各クラスの状況により補助が必要な場
合はできる限り職員1名が入るように務
めた。

（7）利用者アンケート等による
　　市民からの意見・要望等へ
　　の対応

（6）収支状況

（8）その他



（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

（1）指定管理者による評価

（2）さいたま市の評価（評価担当課：子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課）

（3）来年度の管理運営に対する指導事項等

管理栄養士をはじめとする各
専門職で連携・協働し摂食機
能に応じた食形態の工夫・提供
に努めます。

各園にて季節に準じた行事を
実施します。

はるの園とさくら草学園では、管理栄養士や作業療法士、言語聴覚士等の専門職が個々に応じた食事時の課題を担任と
共有しながら、安全安心な食事の提供とともに、子どもたちが食事に興味を持ち、食事は楽しいこと等を実感できるように
工夫した。また、季節を感じる食事の提供も心掛けた。

コロナウイルス感染症の対策を行いながら、運動会は園のホールや近隣の施設のホール、学校の体育館を借りてそれぞ
れ施設の状況に合わせて実施した。園外保育は近隣の公園に親子で徒歩で出かけたり、クラスごとに日付をずらして親子
でバスに乗り、公園に出かけた。また、さくら草学園では、３年ぶりに生け花教室もボランティアの協力を受けながら実施し
た。

　今年度も、感染症BCPをもとに消毒・換気・検温を継続しながら季節の行事や指導内容の実施時間や形態を変える等工夫をし、事業を行った。職員の資
質向上に向けた取り組みとして園内研修の充実を図り、利用児や保護者のニーズを把握し個人の発達段階に合わせた指導を行った。
また、指定管理計画書に沿った事業を実施した。具体的には以下の通りである。
①児童発達支援事業では、指導内容がマンネリ化しないため、新しい遊びや手あそびなど情報を集め園内研修で共通化を図り、指導に生かした。また、
虐待防止研修等では、支援の仕方について話し合いを重ねたことで、職員の意識や声掛け等指導に生かすことができた。
②保育所等訪問支援事業では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響があり、訪問時間の調整やカンファレンスの方法等、工夫しながら行った。ま
た、訪問支援員向けの研修に参加し、訪問先の先生方への伝え方や、より具体的な支援の方法を学び支援に生かすことができた。
③相談支援事業では、利用者児及び、保護者のアセスメントから状況を把握し、サービス等利用計画書の作成を行った。また、相談支援連絡会議への参
加や地域の事業所に訪問し、利用者がスムーズにサービス利用に繋がるよう各関係機関と連携を図った。

総合評価（B）※A～Ｄ
【市民サービスの向上、利用促進】
　市民サービスにおいては、外部研修の受講や職場内研修の充実を図り職員の資質向上に努めている。
　保護者の発達相談の実施、地域や行政、教育機関等との連携を進める中で療育を必要とする児童の把握に努めている。また、利用者へのアンケートや
施設の自己評価を実施により課題の把握と改善に努めている。

【経費削減】
　計画的な予算執行に努め、予算と決算に大きな乖離がない。歳入では福祉サービス等事業収入が増収し、歳出では人件費が上がっている一方で事業
費等の削減を行うことで収支が改善されている。

【適正な管理運営】
　感染症対策、施設に必要な保守点検業務等を実施し、利用者が安全に安心して利用できる施設の管理に努めている。

　引き続き地域や関係機関との連携を強化し、市民サービスの向上に努めること。
　継続的に事業運営が行えるよう収支について引き続き必要な見直しを行うこと。

３　評価

保護者懇談会等でニーズを聞
き取り、行事や活動内容に生
かします。

各クラス、毎学期ごとに保護者懇談会を実施した。その際、ニーズの確認を行った。コロナ禍で制限のある中、感染症対策
を講じて実施できるものは行い、希望通りにならないことは、丁寧に説明をすることで理解を得た。また、面談で個々の
ニーズの聞き取りを行い、職員間で話し合い、活動に反映した。

関係機関と連携し、地域や保
護者のニーズを把握し、新規
利用児を獲得します。

マニュアルを整備し、職員教育
を徹底します。

個人情報保護・情報セキュリティーについての園内研修を年に1回以上実施した。保管の方法や取り扱い方、情報の廃棄
の方法について情報セキュリティーマニュアルの見直しをするとともに、職員全員に周知徹底を図った。

各施設近隣の保健センター主催の親子教室や、児童センターでの発達相談に参加し、地域のお子さんについての情報共
有を行い、新規の利用に繋げた。また、ホームページや施設パンフレットを見直し情報発信を行ったり、施設の内容がわか
りやすく親しみがもてるものにした。

提案内容

２　提案内容の達成状況

達成状況


